
 

 

平 成 3 1 年 ４ 月 ５ 日 

 

 

各 教 育 事 務 所 長 様 

西部教育事務所芸北支所長 様 

 

 

 豊 か な 心 育 成 課 長 

 

 

いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について（通知） 

 

 

このことについて，別紙写しのとおり各市町教育委員会教育長に通知しました。 

 

 

 

 

 

 

 

電話 (08 2 ) 5 1 3 - 5 0 4 3( ﾀ ﾞ ｲﾔ ﾙ ｲ ﾝ ) 

担当 生徒指導係 

（ 担当者  玉越 ） 
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平 成 3 1 年 ４ 月 ５ 日 

 

 

各市町教育委員会教育長様 

 

 

                           

 

 

いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について（通知） 

 

 

このことについて，文部科学省初等中等教育局長から別紙写しのとおり通知があり

ました。 

各学校においては，「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に

関する警察への相談・通報について」（平成 24 年 11 月 13 日付通知）等の各種通知を

踏まえ，認知したいじめの状況に応じて，学校から警察へ適切に相談・通報し，警察

と連携した対応を行っていただいているところです。 

この度，別添の通知において，警察におけるいじめ問題への対応に関する基本的な

考え方や，いじめ事案を早期把握するための学校と警察との連携強化のための取組等

が具体的に示されました。 

ついては，警察における対応の考え方を理解し，いじめ事案に関して，学校・警察

連携の一層の強化を図るよう所管の学校を指導してください。 

 

 

 

 

 

 

 

電話 (08 2 ) 5 1 3 - 5 0 4 3( ﾀ ﾞ ｲﾔ ﾙ ｲ ﾝ ) 

担当 生徒指導係 

（ 担当者 玉越 ） 

広島県教育委員会教育長 

  （豊かな心育成課） 
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平 成 3 1 年 ４ 月 ５ 日 

 

 

各 県 立 学 校 長 様 

 

 

 豊 か な 心 育 成 課 長 

 

 

いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について（通知） 

 

 

このことについて，文部科学省初等中等教育局長から別紙写しのとおり通知があり

ました。 

各学校においては，「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に

関する警察への相談・通報について」（平成 24 年 11 月 13 日付通知）等の各種通知を

踏まえ，認知したいじめの状況に応じて，学校から警察へ適切に相談・通報し，警察

と連携した対応を行っていただいているところです。 

この度，別添の通知において，警察におけるいじめ問題への対応に関する基本的な

考え方や，いじめ事案を早期把握するための学校と警察との連携強化のための取組等

が具体的に示されました。 

ついては，警察における対応の考え方を理解し，いじめ事案に関して，学校・警察

連携の一層の強化を図ってください。 

 

 

 

 

 電話 (08 2 ) 5 1 3 - 5 0 4 3( ﾀ ﾞ ｲﾔ ﾙ ｲ ﾝ ) 

担当 生徒指導係 

（ 担当者  三村 ） 
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